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本年４月から、老人医療制度が「後期高齢者医療制度」に変わります。
急速に少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかり

やすい制度とするため、新たな高齢者医療制度がスタートします。

・保険料は、被保険者一人当たりの均等額と所得割額の合計で個人ごとに決定されます。

・後期高齢者の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、２年ごとに見直されます。

・国民健康保険と同様に、所得の低い世帯の方は、保険料の均等割が軽減されます。

（２割・５割・７割軽減措置）

★ 岐阜県内の一人当たり平均保険料額 年額７５，５９３円 月額６，３００円 ※全国平均 ７．４万円 月額６，２００円

（参考）岐阜県の一人当たり保険料試算（単身世帯で年金収入のみの場合）

・平成２０年４月１日現在で、７５歳以上（６５歳以上の一定の障害のある方）の方は、自動的に、後期高齢者医療保険

に加入することになり、役場への手続きは、必要ありません。

保険証は、本年３月中旬に郵送させていただきます。

・保険証は、郵便局から配達証明付きの郵便で送付します。

（注１）６５歳以上の一定の障害者の方

・６５歳以上の一定の障害者の方は、原則、後期高齢者医療制度へ移行しま

すが、届出により、それまで加入の社会保険や国保にそのまま、継続し

て加入することができます。（対象と思われましたら、住民課にご相談く

ださい。）

これからの制度

後期高齢者医療制度
（平成２０年４月１日から）
岐阜県後期高齢者医療広域連合
（県内の市町村の共同処理）
国民健康保険、社会保険から資格を喪失し、新たに加
入者となります。
７５歳の誕生日を迎えた日から加入します。
対象者は、変わりません。（注１）
後期高齢者広域連合に保険料を支払います。（徴収

は揖斐川町が行います。）
原則、年金天引きとなります。

新たな後期高齢者医療制度の被保険者証を提示します。

負担割合は変わりません。

いままでの制度

老人保健法による医療制度
（平成２０年３月３１日まで）

市町村（揖斐川町）

国民健康保険、社会保険の加入者

７５歳以上の方
６５歳以上の一定障害者

加入する健康保険に保険料（税）を支払う。
（国保・国保組合・社会保険・健保組合・共済他）

健康保険証と老人保健法の医療受給者証を提
示します。
原則１割負担
（現役並み所得者は３割）

医 療 制 度

運 営 主 体

健 康 保 険

対 象 者

保 険 料（税）

医療機関受診時

負 担 割 合

※ 保険料の限度額は、５０万円（年額）

となります

保険料は、次の割合で計算されます。

３９，３１０円

基礎控除後の総所得金額×年７．３９％

被保険者均等割額（年額）

所得割額（年額）

２４０万

８，６３３円

２１０万円

６，７８３円

２００万円

５，５０８円

１６０万円

１，４０８円

１２０万円

９７５円

年 金 収 入 額

保険料額（月）

後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

今月の特集
feature articles

● 保保険険料料はは、、いいくくららににななりりまますすかか？？

● 手手続続ききはは、、必必要要でですすかか？？
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■４月１日以降に７５歳の誕生日を迎える方７５歳の誕生日を迎えるまでに、保険証を郵送します。

①国民健康保険や国民健康保険組合にご加入の方は、原則として年金から天引きされます。

年金から徴収する月 ４月・６月・８月 前々年度の収入で計算した額

１０月・１２月・２月 前年の所得により、再計算した額

★年金からの天引きする額は、平成２０年４月に郵送で、お知らせします。

・年金額が、年額１８万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の２分の１を超え

る方については、年金からの特別徴収は行われず、納付書や口座振替等により納付することになります。

普通徴収の支払月 ７月から翌年３月までの各月

※社会保険の被扶養者の方等は、一定の保険料の軽減措置がありますので、平成２０年１０月から納付することになり

ます。（詳しくは、広報１月号をご参照ください。）

また、社会保険に加入される被用者本人の方は、７月から普通徴収と特別徴収の納付方法となります。

・後期高齢者医療制度で、新たに保険料を負担することとなる社会保険（被用者保険）の被扶養者であった方の保

険料について、平成２０年４月から９月までの半年間これを徴収せず、１０月から平成２１年３月までの半年間は９割

軽減することになりました。

また、これらの措置に係る財源は国から負担されます。

●高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方がある場合は、これ

らの合算額の上限を設け、負担が軽減されることになりました。

合算される場合の限度額（算定期間は、毎年８月から翌年７月が原則です。）

〔お問い合せ先〕
揖斐川町役場 住民課 TEL０５８５‐２２‐２１１１

（平成２０年度の保険料の納め方）

保険料の支払い方法

４月・６月・８月 年金からの仮徴収
１０月・１２月・２月 年金からの本徴収

７月・８月・９月 普通徴収
１０月・１２月・２月 年金からの本徴収

７月から翌年３月の毎月 普通徴収

７月・８月・９月 普通徴収
１０月・１２月・２月 年金からの本徴収

７月から翌年３月の毎月 普通徴収

４月～９月まで 保険料が凍結されます。
１０月からの保険料は、均等割から９割軽減され、年金
額に応じて特別徴収または普通徴収となります。

説 明

７５歳以上の方
（平成１９年１１月末日現在）

４月１日に７５歳の方
（平成１９年１２月以降の誕生日）

年金額が少ない方

７５歳以上の方
（平成２０年４月１日現在）

年金額が少ない方

息子さんなどの社会保険に被扶養者
となっている７５歳以上の方等

保険の種類

国民健康保険
国民健康保険組合
に加入の方

社会保険等に加入
の方

社会保険等に加入
している方の被扶
養者

●葬祭費について

岐阜県では、死亡された場合に給付さ

れる葬祭費は、５万円となりました。

限度額 ６７０，０００円

５６０，０００円

３１０，０００円

１９０，０００円

現役並み所得者

一 般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ
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● 支支払払いい月月はは、、どどののよよううににななりりまますすかか。。

今月の特集
feature articles

制制度度改改正正にに伴伴うう軽軽減減措措置置ににつついいてて

保保険険給給付付ににかかかかるる変変更更ににつついいてて

年年金金天天引引ききさされれなないい方方
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